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Ⅰ事業概要 

 

1 事業名 

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 入院セット提供事業 

 

2 事業の目的 

中東遠総合医療センターの看護基準に適した入院セットを事業者が調達し、入院患者に有償で提供

することで、療養環境の向上に資することを目的とする。 

 

3 期間 

令和６年１月１日(予定)～令和９年３月31日 

但し、令和６年１月１日(予定)～令和６年３月31日までは事業者の準備期間とする。 

 

4 施設概要 

施設名：中東遠総合医療センター 

所在地：静岡県掛川市菖蒲ヶ池１番１ 

施設概要：敷地面積  約137,200㎡ 

床面積  43,984.94㎡（地上８階建） 

病床数  500床（一般病床 496床、感染症病床４床） 

（うち、ICU・CCU 10床、救命救急病床 14床）  

診療科 32科 

総合内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液・腫瘍内科、脳神経内科、呼吸器
内科、消化器内科、循環器内科、外科、消化器外科、血管外科、乳腺外科、小児外
科、呼吸器外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、小児科、産婦人科、泌尿器
科、皮膚科・皮膚腫瘍科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線診断科、 腫瘍放射線科、
麻酔科(緩和ケアチーム)、リハビリテーション科、歯科口腔外科、精神科、病理診
断科、臨床検査科、救急科 

入院患者数 令和３年度 延患者数 137,550人、１日平均 376.8人 

令和４年度 延患者数 141,307人、１日平均 387.1人 

 

5 貸付場所 

２階倉庫：5.7㎡ リネン倉庫の一部：17.5㎡ 

 

6 貸付条件 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第２項第４号に基づくものとする。 

 

7 貸付料（予定） 

２階倉庫（紙おむつの保管等）          年額： 97,900円（内消費税  8,900円） 

リネン倉庫の一部（病衣・タオル等の保管等）   年額：301,400円（内消費税 27,400円） 

月額： 25,116円（内消費税   2,283円） 

※業者の提案を受け、病院と協議のうえ決定するものとする。 

   

8 入院セットの対象部署 

13部署 

・４～８階東西病棟 

・救命救急センター外来（ER） 

・救命救急センター病棟（ECU） 

・救命救急センター(ICU・CCU)） 
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Ⅱ事業内容 

 

1 入院セットの構成 

・事業導入時は下表のプラン構成を予定しているが、事業者と協議のうえ定めることとする。 

・事業開始後、病院の意向により事業者と協議のうえプラン内容を変更する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下の日用品について、入院セット内に含めるか、その他の方法にて利用者に提供可能であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＢＯＸティッシュ 

・コップ(蓋付) 

・歯ブラシ 

・歯磨き粉 

・シャンプー ※個包装タイプ 

・コンディショナー(リンス) ※個包装タイプ 

・ボディーソープ ※個包装タイプ 

・入れ歯容器 

・入れ歯洗浄液 

・口腔用ジェル 

・口腔用スポンジブラシ 

種類 内容 令和４年度実績
提供上限額

（日額：税抜）

パジャマ（上・下）
　・一般用
　・マタニティー用
　・小児用

ガウン
　・一般用
　・マタニティー用

介護つなぎ

バスタオル

フェイスタオル

プラン①

メーカー 内容 令和４年度実績
提供上限額

（日額：税抜）

ユニチャーム のびーるフィットテープ止め

リハビリパンツ レギュラー

かんたん装着バッドレギュラー

長時間安心さらさらプレミアム

SkinConditionerスーパー

超やわらか吸水タオル

プラン②

メーカー 内容 令和４年度実績
提供上限額

（日額：税抜）

ユニチャーム リハビリパンツ レギュラー

かんたん装着パッドレギュラー

長時間安心さらさらプレミアム

超やわらか吸水タオル

530円

350円43,262  ｾｯﾄ

29,000  ｾｯﾄ

病衣・タオルセット

紙おむつセット　※利用者の状況により下記２プランより選択

令和６年度より
新設

※利用者の身体状況に応じて選択
　・サイズは可能な限り対応すること
　・パジャマについては、利用者自身で
　　脱着しやすい工夫がされていること 470円
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2 事業実施体制 

   

(1) 入院セットの利用契約 

・事業者は、利用希望者へ案内を行い、利用希望者と直接契約すること。 

・案内及び受付業務については、平日午前８時30分から午後５時を対応可能時間とすること。 

・入院セットは日額制とし、事業者は利用者に対して良心的な価格設定に努めること。 

 

(2) 入院セットのプラン選択及び患者情報 

・事業者は、利用希望者にわかりやすく説明を行い、利用者に適した入院セットを選択すること。 

・病院は、利用者の入院セットに変更が生じた場合や、中止、外泊、退院に関する情報を事業者

に伝えること。 

・事業者は、病院が患者情報を伝える手段（連絡票等）を用意すること。 

 

(3) 物品管理 

・入院セットの構成物品の所有権は事業者とすること。 

・事業者は、倉庫の在庫管理と発注を行い、善良な管理に努めること。 

・事業者は、病棟倉庫に配置している物品の定数を管理し、補充を行うこと。 

・病棟倉庫の物品の定数は、病院と事業者が相互に協議のうえ決定し、変更する場合も同様とす

ること。 

・病棟倉庫の物品補充は基本午後１時～５時までとし、頻度については病院と協議のうえ決定す

ること。 

・利用者への不足物品補充は、病院職員にて行うものとする。 

 

(4) 利用者への請求及び未収金管理 

・入院セットの請求及び未収金対応は事業者にて行うこと。 

・入院セット利用料の請求は利用者へ直接行い、月単位もしくは退院後２週間以内に請求を行う

こと。 

 

(5) その他 

・病院職員の負担となることのないよう、極力事業者にて対応できる体制を整えること。 

    ・利用希望者にとって利用しやすい環境を確保するため、臨時の受付・提供が可能となる体制を 

整えること。 

・事業者は、本事業に関する利用者からの問い合わせやクレームに対応すること。 

・使用済み病衣・タオルの回収、工場からの集配は週３回以上行うこと。 

・病衣・タオルの洗濯は、厚生労働省令で定める基準に適合している施設で行うこと。 

・利用者が使用した物品（紙おむつを含む）およびリネンの回収（廃棄）については、病院にて 

行うものとする。 

 

3 準備 

・事業実施のための準備に関して、病院に積極的に協力して連携をとること。 

・紙おむつセットプランの開始は令和６年４月１日を必須とし、病衣・タオルセットプランの開始

については、病院と協議のうえ決定するものとする。 
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Ⅲ遵守事項 

 

1 費用負担区分 

 

項 目 病 院 事業者 

労務費(福利厚生費、教育研修費、保健衛生費、交通費含む)  ○ 

被服費(事業者のユニフォーム等)  ○ 

光熱水費(水道費、電気料、ガス料金等) ○  

事業者の業務遂行上必要な諸帳票類  ○ 

事業者の業務遂行上必要な消耗備品費(事務用品等)  ○ 

通信費(電話料金等)  ○ 

備品の修繕費(事業者の過失によるもの)  ○ 

院内搬送台車等  ○ 

 

2 その他 

事業者は、以下の事項を遵守すること。 

 

(1) 病院が作成した危機管理に関する上位計画(病院全体の危機管理計画)を踏まえ、事故発生時や災 

害時などを想定した事業者の危機管理計画を立案し、病院に確認をとること。 

 

(2) 災害時は事業者が作成した危機管理計画に即した対応を迅速に行うこと。 

 

(3) 病室や診察室、その他病院業務が日常行われている場所には立ち入らないこと。 

 

(4) 患者への接遇態度に注意し、業務上知り得た秘密を絶対に他に漏らさないこと。 

 

(5) 鍵を借用する場合は慎重に取り扱い、業務を遂行するために必要な時間と場所に限って使用する

こと。 

 

(6) 事業計画を変更する場合は、事前に病院と協議すること。 

 

(7) 病院が定める施設管理規程を遵守すること。 

 

(8) 不必要な照明の消灯など、エネルギーの節約に努めること。 

 

(9) 建物や設備などの破損、異常などの発見、事故などが発生した場合は、直ちに病院に報告し、事

業者の責めに帰する理由で修理が生じたときは、病院と協議のうえで修理を行うこと。 

 

(10) 病院、静岡県、掛川市、袋井市、厚生労働省及び関連省庁が定める関連法規･規制など遵守す

ること。 

 

(11) 医療関係者のためのワクチンガイドライン第３版(令和 2 年 7 月 27 日発行)に基づき、必要な対

策を行い感染防止に努めること。 

 

(12) 本仕様書に記載のない業務や仕様内容の変更については、病院と協議を行うこと。 

 

 


